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３月１０日（月）まで

３月３１日（月）まで

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（令和７年２月分）

②　法人の確定申告、納付、延納の届出（令和７年１月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税（法人事業所税）・法人住民税

③　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長法人（令和６年１２月期）
２カ月延長法人（令和６年１１月期）
④　消費税確定申告（１カ月ごと）（１月期）
⑤　消費税確定申告（３カ月ごと）（１月、４月、７月、１０月期）
⑥　法人の中間申告（半期・７月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑦　法人消費税の中間申告納付
直前期年税額４，８００万円超のとき　１カ月ごと（1月期を除く）
直前期年税額４００万円超のとき　3カ月ごと（４月、７月、１０月期）

①　源泉所得税には復興特別所得税の額を含む。

②～⑦　法人の事業年度（課税期間）の終了日は
各月末日とする。

④～⑤　消費税課税期間の短縮特例は適用後２
年間継続が要件である。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

（付記）　個人の申告等の法定期限は所得税（復興特別所得税）・贈与税・住民税・事業税は3月17日（月）まで、消費税・地方消費税は3月31日（月）
まで、相続税は相続があったことを知った日から10カ月以内である。

新
リ
ー
ス
会
計
基
準
に
伴
う
会
社
計
算

規
則
改
正
案
、公
表
─
法
務
省

法
　
　
務

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
保
証
業
務
実
施
者

に
求
め
ら
れ
る
規
律
、議
論

─
金
融
審
議
会
サ
ス
テ
ナ
情
報
保
証
専
門
Ｇ

金
　
　
融

去
る
２
月
５
日
、
法
務
省
は
、「
会

社
計
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
案
」
を
公
表
し
た
。

Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
が
２
０
２
４
年
９
月
13

日
に
公
表
し
た
企
業
会
計
基
準
34
号

「
リ
ー
ス
に
関
す
る
会
計
基
準
」
等

を
受
け
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
。

改
正
案
の
概
要

⑴　
定
義
規
定

定
義
規
定
に
つ
い
て
、「
使
用
権

資
産
」
が
新
設
さ
れ
、「
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
・
リ
ー
ス
」、「
所
有
権
移
転
フ
ァ

イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
」、「
所
有
権
移

転
外
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
」
等

が
改
正
さ
れ
る
（
会
計
規
２
五
十
六

～
五
十
九
）。

⑵　
リ
ー
ス
に
関
す
る
注
記

「
リ
ー
ス
に
よ
り
使
用
す
る
固
定

資
産
に
関
す
る
注
記
」
が
「
リ
ー
ス

に
関
す
る
注
記
」
に
改
め
ら
れ
、
次

に
掲
げ
る
事
項
（
重
要
性
の
乏
し
い

も
の
を
除
く
）
の
注
記
が
求
め
ら
れ

る
（
会
計
規
108
）。

①　
借
手・貸
手
共
通

借
手
お
よ
び
、
貸
手
（
リ
ー
ス
の

当
事
者
の
う
ち
、
そ
の
対
象
と
な
る

資
産
を
使
用
す
る
権
利
を
設
定
す
る

会
社
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
注

記
す
る
。

・
リ
ー
ス
特
有
の
取
引
に
関
す
る
情

報
・
当
該
事
業
年
度
（
連
結
会
計
年
度
）

お
よ
び
翌
事
業
年
度
（
連
結
会
計

年
度
）
以
降
の
リ
ー
ス
の
金
額
を

理
解
す
る
た
め
の
情
報

②　
借
手
の
み

 

借
手
は
前
記
①
に
加
え
、「
会
計

方
針
に
関
す
る
情
報
」を
注
記
す
る
。

＊

ま
た
、
連
結
計
算
書
類
を
作
成
す

る
株
式
会
社
の
個
別
注
記
表
に
お
け

る
規
定
も
新
設
さ
れ
て
い
る
。

適
用
関
係
等

公
布
日
か
ら
施
行
し
、
２
０
２
７

年
４
月
１
日
以
後
開
始
す
る
事
業
年

度
お
よ
び
連
結
会
計
年
度
に
係
る
計

算
書
類
お
よ
び
連
結
計
算
書
類
に
つ

い
て
適
用
す
る
予
定
。

た
だ
し
、
２
０
２
５
年
４
月
１
日

以
後
開
始
す
る
事
業
年
度
お
よ
び
連

結
会
計
年
度
に
係
る
も
の
に
つ
い

て
、
早
期
適
用
可
。

コ
メ
ン
ト
期
限
は
３
月
６
日
。

去
る
２
月
12
日
、
金
融
庁
は
第
１

回
金
融
審
議
会
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

情
報
の
保
証
に
関
す
る
専
門
グ
ル
ー

プ
（
座
長
：
堀
江
正
之
・
日
本
大
学

商
学
部
特
任
教
授
）
を
開
催
し
た
。

第
５
回
の
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
情

報
の
開
示
と
保
証
の
あ
り
方
に
関
す

る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
（
２
０

２
４
年
12
月
20
日
号
（
№
１
７
３
０
）

情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
を
踏
ま

え
、
質
の
高
い
保
証
業
務
が
提
供
さ

れ
る
た
め
に
必
要
な
環
境
整
備
に
関

す
る
議
論
を
行
う
た
め
に
設
け
ら
れ

た
も
の
。

今
回
は
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
保

証
業
務
実
施
者
に
求
め
ら
れ
る
規
律

の
あ
り
方
に
つ
い
て
、事
務
局
か
ら
、

次
の
よ
う
な
方
向
性
が
示
さ
れ
、
審

議
さ
れ
た
。

登
録
制
度
・
登
録
要
件

上
場
会
社
等
監
査
人
と
同
等
の
登

録
制
度
の
要
件
、
業
務
管
理
体
制
を
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同
郷
の
友
人
の
娘
が
、
小
さ
な
芸

能
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
所
属
し
た
と
い

う
話
を
聞
き
ま
し
た
。
実
際
は
ま
だ

仕
事
が
ま
っ
た
く
な
い
の
に
、「
芸
能

界
に
入
る
な
ん
て
心
配
で
仕
方
な
い
」

と
話
す
友
人
を
「
こ
い
つ
も
娘
を
も
つ

親
な
ん
だ
な
ぁ
」
と
微
笑
ま
し
く
み
て

い
ま
し
た
。

2
人
で
そ
の
芸
能
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
み
て
い
た
ら
、
長

井
芽
依
（
な
が
い
め
い
）
と
い
う
キ
ッ

ズ
モ
デ
ル
の
写
真
が
目
に
留
ま
り
ま
し

た
。
長
井
芽
依
っ
て
「
長
い
目
」
と
語

感
が
似
て
い
る
な
と
、
容
姿
で
は
な
く

名
前
が
気
に
な
り
ま
し
た
。
も
し
名

が
体
を
表
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
子
は

き
っ
と
長
い
目
で
物
事
を
考
え
ら
れ
る

立
派
な
人
に
な
る
の
だ
ろ
う
な
と
想
像

し
ま
し
た
。
余
談
で
す
が
、
長
井
の

他
に
も
永
井
と
い
う
名
字
は
変
換
を

楽
し
め
そ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
永

井
華
美
音
（
な
が
い
か
み
ね
）
さ
ん
は

「
長
い
髪
ね
」
に
変
換
で
き
ま
す
。
こ

の
名
前
で
医
療
用
ウ
ィ
ッ
グ
の
寄
付
の

た
め
に
い
つ
も
髪
を
伸
ば
し
て
い
た
ら

格
好
い
い
で
す
。

閑
話
休
題
。
筆
者
が
「
長
い
目
」

と
無
意
識
に
変
換
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、

「
最
近
、
長
い
目
で
物
事
を
捉
え
る

人
が
減
っ
た
」
と
い
う
印
象
を
も
ち
、

そ
の
こ
と
を
由
々
し
き
事
態
だ
と
捉
え

て
い
る
か
ら
で
す
。
政
治
の
世
界
で

は
、
長
期
的
視
点
で
国
家
を
論
じ
る

政
治
家
は
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
り
、
目

先
の
政
策
に
つ
い
て
の
議
論
ば
か
り
で

す
。
そ
し
て
、
そ
の
背
景
は
自
ら
の

利
権
絡
み
で
あ
る
よ
う
に
み
え
ま
す
。

国
家
百
年
の
計
と
し
て
戦
略
を
練
ら

れ
る
は
ず
の
教
育
も
同
様
で
す
。
国

民
も
含
め
て
、
そ
の
よ
う
に
教
育
を
捉

え
る
人
が
今
ど
の
く
ら
い
い
る
で
し
ょ

う
か
。
黒
柳
徹
子
が
通
っ
て
い
た
ト
モ

エ
学
園
の
校
長
小
林
宗
作
は
「
教
育

は
20
年
先
を
見
て
行
う
も
の
だ
」
と
い

う
言
葉
を
残
し
ま
し
た
。
親
と
教
師

は
子
ど
も
た
ち
の
20
年
先
を
み
て
教

育
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

働
く
場
所
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、

怒
り
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
な
い
管

理
職
な
ど
が
散
見
さ
れ
ま
す
。
一
部

の
人
た
ち
は
ア
ン
ガ
ー
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

等
で
怒
り
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め

の
小
手
先
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
身
に
着
け

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
筆
者
は
、
怒

り
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
な
い
の

は
、
長
い
目
で
相
手
を
み
る
こ
と
が
で

き
な
い
時
代
が
生
ん
だ
現
象
の
１
つ
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
コ
ス
パ
や
タ
イ
パ
を
重
視
す

る
が
あ
ま
り
、
上
司
が
あ
え
て
遠
回

り
を
さ
せ
よ
う
と
し
た
り
、
一
見
無

駄
に
思
え
る
業
務
を
指
示
し
た
り
す

る
こ
と
に
対
し
て
不
満
を
抱
く
若
手

社
員
が
増
え
て
い
る
印
象
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
背
景
に
は
、「
こ
の
経
験
が

い
つ
か
役
に
立
つ
日
が
来
る
か
も
し
れ

な
い
」
と
長
い
目
で
み
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と

筆
者
は
考
え
て
い
ま
す
。

物
事
や
他
者
に
対
し
て
長
い
目
で
み

ら
れ
な
く
な
っ
た
社
会
は
、
人
を
信
じ

ら
れ
な
く
な
っ
た
社
会
で
あ
る
よ
う
に

思
え
ま
す
。「
い
つ
か
変
わ
る
か
も
し

れ
な
い
。
き
っ
と
変
わ
る
は
ず
だ
。
だ
っ

て
、そ
れ
が
人
間
な
の
だ
か
ら
」
と
い
っ

た
人
間
を
心
底
信
じ
る
気
持
ち
や
信

じ
抜
く
覚
悟
が
弱
く
な
っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
、
目
先
の
変

化
に
期
待
し
て
、
そ
の
様
子
に
一
喜

一
憂
し
、
短
期
的
成
果
ば
か
り
を
求

め
る
。
こ
の
よ
う
な
短
期
的
視
点
で

私
た
ち
は
一
体
何
を
得
た
の
で
し
ょ
う

か
。
人
や
物
事
を
思
い
ど
お
り
に
し

よ
う
と
し
、
思
い
ど
お
り
な
ら
な
い
こ

と
に
イ
ラ
イ
ラ
し
、
短
期
的
期
待
に

応
え
ら
れ
な
い
自
分
を
ダ
メ
だ
と
思
い

込
む
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
し
そ
ん
な
苦
悩
や
不
全
感
が
あ

る
の
な
ら
、
少
し
だ
け
で
も
長
い
目
で

み
て
み
ま
せ
ん
か
。半
年
で
も
い
い
し
、

1
カ
月
で
も
い
い
。
ま
ず
は
そ
の
く
ら

い
の
長
い
目
を
も
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

そ
の
と
き
、「
長
期
的
視
点
は
希
望
で

あ
る
」
と
、
ほ
ん
の
少
し
実
感
で
き
る

こ
と
を
信
じ
て
い
ま
す
。

近
頃
、
長
期
が
超
気
に
な
る

メ
ン
タ
ル
ク
リ
エ
イ
ト 

江
口　

毅

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

求
め
る
。

特
に
、業
務
管
理
体
制
に
つ
い
て
、

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
保
証
業
務
に
関

す
る
十
分
な
知
識
お
よ
び
経
験
（
金

融
庁
が
認
定
し
た
機
関
が
主
催
す
る

研
修
を
受
講
し
た
者
、
一
定
期
間
の

サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
保
証
業
務
の
経

験
等
）
を
有
す
る
者
を
確
保
す
る
こ

と
な
ど
の
人
的
体
制
、
お
よ
び
業
務

の
品
質
の
管
理
に
係
る
専
任
部
門
ま

た
は
主
た
る
従
事
者
の
設
置
な
ど
の

業
務
管
理
体
制
が
含
ま
れ
る
。

業
務
制
限
・
義
務

監
査
法
人
等
と
同
等
の
業
務
制

限
、
義
務
・
責
任
を
課
す
。

保
証
基
準
、
倫
理
・
独
立
性

保
証
基
準
お
よ
び
倫
理
・
独
立
性

に
つ
い
て
、次
の
よ
う
に
対
応
す
る
。

・
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
国

際
的
な
保
証
基
準
で
あ
る
Ｉ
Ｓ
Ｓ

Ａ
５
０
０
０
と
の
整
合
性
を
確
保

し
つ
つ
、
企
業
会
計
審
議
会
が
策

定
す
る
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
保
証

基
準
（
仮
称
）
と
自
主
規
制
機
関

が
策
定
す
る
実
務
の
指
針
を
一
体

と
し
て
、
わ
が
国
の
一
般
に
公
正

妥
当
と
認
め
ら
れ
る
サ
ス
テ
ナ
ビ

リ
テ
ィ
保
証
の
基
準
と
す
る
。

・
国
際
的
な
品
質
管
理
基
準
で
あ
る

Ｉ
Ｓ
Ｑ
Ｍ
１
と
整
合
し
た
監
査
に

関
す
る
品
質
管
理
基
準
と
日
本
公

認
会
計
士
協
会
の
実
務
の
指
針
を

一
体
と
し
て
、サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

保
証
に
も
適
用
す
る
。

・
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
保
証
に
関
す

る
国
際
的
な
倫
理
・
独
立
性
基
準

で
あ
る
Ｉ
Ｅ
Ｓ
Ｓ
Ａ
と
の
整
合
性

を
確
保
し
つ
つ
、
公
認
会
計
士
法

等
の
法
規
制
、
企
業
会
計
審
議
会

が
策
定
す
る
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

保
証
基
準
（
仮
称
）
お
よ
び
自
主

規
制
機
関
で
策
定
す
る
倫
理
規

則
を
一
体
と
し
て
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ

テ
ィ
保
証
の
倫
理
・
独
立
性
と
す

る
。

委
員
の
意
見

委
員
か
ら
は
、
方
向
性
に
賛
成
す

る
意
見
が
多
く
聞
か
れ
、「
保
証
業

務
は
、
会
計
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
の

専
門
業
務
と
す
べ
き
」
と
の
意
見
が

あ
っ
た
一
方
、「
事
務
局
案
は
監
査

人
に
偏
り
す
ぎ
で
、
Ｎ
ｏ
ｎ
―
Ｐ
Ａ

（
職
業
会
計
士
以
外
）
を
選
択
す
る

余
地
が
な
い
」、「
最
初
か
ら
財
務
諸

表
監
査
レ
ベ
ル
の
精
緻
な
制
度
を
作

る
の
は
難
し
い
」
と
い
っ
た
反
対
意

見
も
聞
か
れ
た
。

ま
た
、「
最
近
欧
米
で
サ
ス
テ
ナ

ビ
リ
テ
ィ
開
示
が
停
止
や
緩
和
さ
れ

て
い
る
と
い
う
動
向
を
注
視
し
つ

つ
、
慎
重
な
検
討
を
」、「
将
来
的
に

は
、
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
保
証
の
試

験
を
導
入
し
、
試
験
合
格
を
要
件
と

し
て
は
」な
ど
の
意
見
も
聞
か
れ
た
。
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Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
、次
回
に
も
公
表
議
決
へ

─
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
２
月
６
日
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
第

48
回
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
委
員

会
を
開
催
し
た
。

昨
年
３
月
29
日
に
公
表
さ
れ
た
サ

ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
ユ
ニ
バ
ー
サ

ル
基
準
お
よ
び
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ

開
示
テ
ー
マ
別
基
準
の
公
開
草
案

（
以
下
、
あ
わ
せ
て
「
本
公
開
草
案
」

と
い
う
）
に
寄
せ
ら
れ
た
コ
メ
ン
ト

へ
の
対
応
案
に
つ
い
て
、
審
議
が
行

わ
れ
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
改
訂
へ
の
対
応

１
月
29
日
に
開
催
さ
れ
た
Ｉ
Ｓ
Ｓ

Ｂ
ボ
ー
ド
会
議
に
お
い
て
、
次
の
４

点
に
つ
い
て
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
に

お
け
る
要
求
事
項
を
修
正
ま
た
は
明

確
化
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い

る
。

⑴　
産
業
別
に
分
解
し
た
フ
ァ
イ
ナ
ン

ス
ド
・
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
等
の
開
示
に

お
い
て
、世
界
産
業
分
類
基
準
（
Ｇ

Ｉ
Ｃ
Ｓ
）
の
６
桁
の
産
業
レ
ベ
ル
の

コ
ー
ド
の
使
用
に
つ
い
て
、
特
定

の
状
況
で
Ｇ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
以
外
の
産
業

分
類
シ
ス
テ
ム
を
用
い
る
こ
と
が

で
き
る
と
し
、
そ
の
場
合
に
、
使

用
し
た
産
業
分
類
シ
ス
テ
ム
と
そ

れ
を
選
択
し
た
基
礎
の
説
明
を
要

求
す
る
容
認
規
定
を
定
め
る
。

⑵　
ス
コ
ー
プ
３
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
15
」

の
投
資
に
関
連
す
る
温
室
効
果
ガ

ス
排
出
の
測
定
お
よ
び
開
示
の
範

囲
を
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
ド・エ
ミ
ッ

シ
ョ
ン
（
た
だ
し
、
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
を
除
く
）
に
限
定
す
る
。

⑶　
温
室
効
果
ガ
ス
を
Ｃ
Ｏ
２
相
当

量
に
変
換
す
る
に
あ
た
り
、
法
域

の
当
局
ま
た
は
企
業
が
上
場
す
る

取
引
所
か
ら
要
求
さ
れ
て
い
る
場

合
、
最
新
で
は
な
い
「
気
候
変
動

に
関
す
る
政
府
間
パ
ネ
ル
」（
Ｉ
Ｐ

Ｃ
Ｃ
）
の
評
価
に
お
け
る
、
１
０
０

年
の
時
間
軸
に
基
づ
く
地
球
温
暖

化
係
数
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る

と
す
る
容
認
規
定
を
定
め
る
。

⑷　
法
域
の
当
局
ま
た
は
企
業
が
上

場
す
る
取
引
所
が
、「
Ｇ
Ｈ
Ｇ
プ
ロ

ト
コ
ル
（
２
０
０
４
年
）」
と
は
異

な
る
方
法
を
用
い
る
こ
と
を
要
求
し

て
い
る
場
合
の
容
認
規
定
は
、
グ

ル
ー
プ
内
の
一
部
の
企
業
に
も
適

用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す

る
。

こ
れ
に
対
し
、
事
務
局
は
次
の
よ

う
な
対
応
案
を
示
し
た
。

・
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
の
改
訂
案
が
公

表
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
内
容
を
Ｓ
Ｓ

Ｂ
Ｊ
基
準
に
取
り
入
れ
る
か
ど
う

か
に
つ
い
て
審
議
の
う
え
、
速
や

か
に
（
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準
の
改
訂
の

確
定
を
待
た
ず
に
）
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基

準
の
改
正
に
関
す
る
公
開
草
案
を

公
表
す
る
。

・
２
０
２
５
年
中
に
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ

２
号
の
改
訂
が
確
定
し
た
場
合
は

２
０
２
６
年
３
月
末
ま
で
に
Ｓ
Ｓ

Ｂ
Ｊ
基
準
の
改
正
を
確
定
さ
せ
る

こ
と
を
目
標
と
す
る
。

・
改
正
後
の
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
は
、
関

連
す
る
改
訂
後
の
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準

が
適
用
と
な
っ
た
日
以
後
、
適
用

可
能
と
す
る
旨
の
定
め
を
含
め
る
。

委
員
か
ら
は
、
お
お
む
ね
賛
同
の

意
見
が
聞
か
れ
た
。

世
界
産
業
分
類
基
準
（
Ｇ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
）

の
取
扱
い

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
の
本
公
開
草
案
で
は
、

Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
と
同
様
に
最
新
の
Ｇ
Ｉ
Ｃ

Ｓ
の
６
桁
コ
ー
ド
を
用
い
て
、
産
業

別
に
分
解
し
た
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
ド
・

エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
お
よ
び
グ
ロ
ス
・
エ

ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
開
示
を
要
求
す

る
こ
と
を
提
案
し
た
。

こ
の
点
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
で
は
、
前
記

⑴
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
方
向
と
な
れ

ば
、
速
や
か
に
修
正
案
に
関
す
る
公

開
草
案
が
公
表
さ
れ
、
２
０
２
５
年

内
の
確
定
を
目
指
す
こ
と
が
示
唆
さ

れ
て
い
る
。

事
務
局
は
、
本
論
点
に
つ
い
て
次

の
よ
う
な
事
務
局
案
を
提
示
し
た
。

⑴　
本
公
開
草
案
を
変
更
し
、
産
業

別
に
分
解
し
た
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
ド・

エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
お
よ
び
グ
ロ
ス
・

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
開
示
を
求

め
、
そ
の
産
業
分
類
に
Ｇ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

を
使
用
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の

の
、
当
面
の
間
、
産
業
別
に
分
解

し
た
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
ド
・
エ
ミ
ッ

シ
ョ
ン
等
の
開
示
を
し
な
い
こ
と

が
で
き
る
旨
を
経
過
措
置
と
し
て

定
め
る
。

⑵　
当
面
の
間
、
開
示
を
求
め
な
い

も
の
の
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準
が
改
訂

さ
れ
た
場
合
に
は
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基

準
に
お
い
て
も
同
様
の
改
正
を
行

う
か
ど
う
か
の
議
論
を
行
う
予
定

で
あ
る
こ
と
を
、
気
候
基
準
の
結

論
の
背
景
に
記
述
す
る
。

委
員
か
ら
は
、
お
お
む
ね
賛
同
の

意
見
が
聞
か
れ
た
。＊

事
務
局
か
ら
次
回
の
委
員
会
（
２

月
19
日
開
催
予
定
）
に
て
、
議
決
し

た
い
旨
が
示
さ
れ
た
。
な
お
、
公
表

は
３
月
の
模
様
。

経理用語の豆知識
会計不正の類型

会計不正の類型は、主に「粉飾決算」と「資産の流用」
に分類される。

粉飾決算とは、財務諸表の利用者を欺くために財務
諸表に意図的な虚偽表示を行うことであり、計上すべき
金額を計上しないこと、または必要な注記を行わないこ
とを含んでいる。粉飾決算は、会社の業績や収益力につ
いて財務諸表の利用者を欺くために、経営者等が利益
調整を図ることを目的として行われる可能性がある。こ
のような利益調整は、経営者等の些細な行為または仮
定や判断の不適切な変更から始まることが多い。これら
の行為は、動機やプレッシャーによって、粉飾決算に至
ることがある。また、税金を最小限にするための利益の
圧縮といった動機を持つこともある。

資産の流用は、従業員により行われ、比較的少額で行
われることが多い。しかし、資産の流用を偽装し隠蔽す
ることを比較的容易に実施できる立場にある経営者が
関与することもある。
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考

2025年
2月4日

親子上場等に関す
る投資者の目線 東証

中長期的な企業価値向上に向けた経営資源の適切な配分の観点からも、親子上場のあり方への
関心が高まるなか、国内外の多くの投資者からのフィードバックをもとに、投資者の目線との
ギャップを解消するために、親子関係や持分法適用関係にある上場会社を対象にしたグループ
経営や少数株主保護に関する取組みや開示に参考となる資料として取りまとめたもの。
https://www.jpx.co.jp/news/1020/mklp77000000rjq0-att/mklp77000000rjtf.pdf

2025年
2月10日

スタートアップの
成長に向けたイン
センティブ報酬ガ
イダンス

経済
産業省

スタートアップ企業にとって、人材獲得やリテンションのために重要なインセンティブ報酬制
度について、その導入の意義と考え方、成長を実現した企業の報酬制度事例紹介、ストックオプ
ションに関する実務上の論点、実務手続などをコラムも交えてわかりやすくまとめたもの。
https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/stock_option/so_guidance.pdf

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
関
税
政
策
で
高
ま

る
金
融
市
場
の
不
透
明
感

金
　
　
融

米
国
の
関
税
政
策
に
世
界
の
株
式
市
場

は
迷
う

証
　
　
券

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
２
月
10
日
、

鉄
鋼
・
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
の
輸
入
品
に

対
し
、
一
律
25
％
の
関
税
を
課
す
こ
と

を
発
表
し
た
。
こ
の
措
置
は
、
カ
ナ

ダ
や
メ
キ
シ
コ
、
日
本
や
韓
国
な
ど

の
同
盟
国
を
含
む
す
べ
て
の
国
を
対

象
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
適
用
さ

れ
て
い
た
例
外
措
置
や
無
関
税
枠
も

撤
廃
さ
れ
る
。
関
税
は
３
月
12
日
か

ら
発
効
予
定
で
あ
り
、
米
国
内
の
鉄

鋼
・
ア
ル
ミ
産
業
を
保
護
し
、
国
内

生
産
を
促
進
す
る
狙
い
が
あ
る
。
ま

た
、ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は「
相
互
関
税
」

を
導
入
す
る
計
画
を
明
ら
か
に
し
て

お
り
、
貿
易
相
手
国
が
米
国
製
品
に

課
し
て
い
る
関
税
と
同
等
の
関
税
を

米
国
も
課
す
方
針
を
示
し
た
。

新
た
な
関
税
政
策
に
対
し
て
、
カ

ナ
ダ
や
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
な
ど
の

貿
易
相
手
国
か
ら
は
強
い
批
判
の
声

が
上
が
っ
て
お
り
、
報
復
措
置
の
導

入
な
ど
、
貿
易
摩
擦
の
激
化
が
懸
念

さ
れ
て
い
る
。
金
融
市
場
に
対
す
る

影
響
も
無
視
で
き
な
い
。

ま
ず
、
鉄
鋼
・
ア
ル
ミ
価
格
が
上

昇
す
る
こ
と
で
、
製
造
業
を
中
心
に

コ
ス
ト
負
担
が
増
大
し
、
企
業
収
益

が
圧
迫
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
特

に
、
自
動
車
・
航
空
機
産
業
や
建
設

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
攻
勢
が
続
い

て
い
る
。

国
際
政
治
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
対
ハ

マ
ス
の
戦
争
に
お
い
て
、
戦
闘
中
心

地
区
ガ
ザ
の
住
民
を
隣
接
す
る
他
国

に
移
住
さ
せ
る
と
い
う
考
え
を
公
言

し
た
。
ま
た
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
で

は
被
侵
略
国
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
侵
略
国

ロ
シ
ア
へ
の
領
土
割
譲
を
求
め
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
見
方
が
強
ま
っ
て

い
る
。
い
ず
れ
も
国
際
法
に
違
反
す

る
構
想
で
あ
る
。

経
済
で
は
、
カ
ナ
ダ
、
メ
キ
シ
コ
、

中
国
へ
の
関
税
賦
課
・
引
上
げ
決
定

に
続
き
、
Ｅ
Ｕ
へ
も
関
税
を
課
す
と

発
言
し
た
。
中
国
へ
の
関
税
引
上
げ

は
２
月
か
ら
実
施
さ
れ
た
が
、
カ
ナ

ダ
・
メ
キ
シ
コ
は
実
施
が
１
カ
月
延

期
さ
れ
た
。
Ｅ
Ｕ
へ
の
関
税
賦
課
は
、

猛
烈
な
抗
議
が
起
き
た
た
め
か
、
ま

だ
決
定
は
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
し
て
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
２

月
10
日
に
鉄
鋼
・
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
に

25
％
の
輸
入
関
税
を
課
す
こ
と
を
決

め
た
。
国
別
で
は
な
く
商
品
別
に
関

税
を
か
け
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
高

関
税
を
維
持
し
て
い
る
貿
易
相
手
国

に
は
同
水
準
の
関
税
を
課
す
「
相
互

関
税
」
を
導
入
す
る
構
想
も
明
ら
か

業
な
ど
の
鉄
鋼
・
ア
ル
ミ
を
大
量
に

使
用
す
る
業
界
で
は
、
利
益
率
の
低

下
が
懸
念
さ
れ
る
。
ま
た
、
主
要
貿

易
相
手
国
の
報
復
措
置
が
予
想
さ
れ

る
た
め
、
米
国
の
輸
出
企
業
が
打
撃

を
受
け
、
株
式
市
場
で
は
一
時
的
な

下
落
が
生
じ
る
可
能
性
が
高
い
。
投

資
家
の
リ
ス
ク
回
避
姿
勢
が
強
ま
れ

ば
、
安
全
資
産
と
さ
れ
る
米
国
債
や

金
が
買
わ
れ
、
米
国
債
利
回
り
の
低

下
を
招
く
可
能
性
も
あ
る
。
関
税
に

よ
る
物
価
上
昇
が
イ
ン
フ
レ
を
加
速

さ
せ
る
場
合
、
米
連
邦
準
備
制
度
理

事
会
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
に
よ
る
利
上
げ
も

意
識
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
為
替
市
場
で

は
、
貿
易
摩
擦
激
化
に
よ
る
ド
ル
の

不
安
定
化
が
懸
念
さ
れ
る
が
、
リ
ス

ク
回
避
の
動
き
が
強
ま
れ
ば
、
相
対

的
に
ド
ル
高
が
進
む
可
能
性
が
あ
る
。

さ
ら
に
新
興
国
通
貨
に
対
し
て

は
、
資
本
流
出
の
懸
念
か
ら
通
貨
安

が
進
む
リ
ス
ク
も
あ
る
。
商
品
市
場

で
は
金
な
ど
の
安
全
資
産
が
買
わ
れ

る
傾
向
が
強
ま
り
、
工
業
用
金
属

（
鉄
・
ア
ル
ミ
・
銅
）
の
価
格
が
不

安
定
化
す
る
可
能
性
が
高
い
。
全
体

と
し
て
、
市
場
の
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ

が
高
ま
り
、
短
期
的
な
不
安
定
要
因

と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

に
し
た
。

こ
の
よ
う
な
米
国
の
国
際
政
治
構

想
、
関
税
攻
勢
を
見
せ
つ
け
ら
れ
る

と
、
世
界
の
株
式
市
場
は
株
価
の
方

向
感
を
見
出
せ
な
く
な
る
。
主
要
国

株
式
市
場
で
は
１
月
末
ま
で
株
価
が

多
少
上
向
く
国
も
あ
っ
た
が
、
２
月

に
入
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
市
場
が
株

価
は
一
進
一
退
、
結
果
と
し
て
ほ
ぼ
横

ば
い
で
推
移
し
て
い
る
。

米
国
の
関
税
引
上
げ
に
対
抗
し
て
、

中
国
は
対
米
関
税
を
引
き
上
げ
た
。

米
中
両
国
の
貿
易
縮
小
・
経
済
下
押

し
リ
ス
ク
の
強
ま
り
、
株
価
は
気
迷

い
状
態
と
な
る
の
も
当
然
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
米
国
は
、
不
法
移
民

の
強
制
送
還
の
受
入
れ
を
拒
否
し
た

コ
ロ
ン
ビ
ア
に
対
し
、
報
復
と
し
て

関
税
賦
課
を
決
め
た
が
、
同
国
が
受

入
れ
を
承
認
す
る
と
、
関
税
賦
課
を

取
り
消
し
た
。

米
国
の
関
税
政
策
は
デ
ィ
ー
ル
の

手
段
で
あ
り
、
案
外
柔
軟
に
対
応
す

る
は
ず
だ
と
い
う
見
方
も
あ
る
。
と

な
る
と
、
関
税
問
題
の
行
方
は
ま
っ

た
く
わ
か
ら
な
い
、
株
価
は
先
行
き

不
安
だ
ら
け
、
と
悲
観
視
ば
か
り
す

る
必
要
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。


